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△ 相続登記と相続税

Q :私は、10年前に、父の死亡に伴い土

地を相続しましたが、この土地の登記簿上の

名義は今も父のままとなっています。

この度、この土地を売ることになったので、

私名義に相続登記をしたいのですが、相続税

はどのようになりますか。

A:相続登記をされることにより、新たに

相続税の課税関係が生じることはありません。

【解説】

相続税は、被相続人から相続や遺贈で財産

をもらった人の正味の遺産額の合計額が基礎

控除額を超える場合に課税されることになり

ます。

また、相続税の申告は、被相続人の死亡し

た日の翌日から10か月以内に行うことにな

っています。

したがって、相続登記の日と相続税の申告

書の提出期限とは直接関係はありません。言

い換えると、相続税の申告を要する人は、相

続登記が行われたかどうかにかかわらず、取

得した財産は相続財産として申告する必要が

あるということです。

ところで、ご質問では、あなたのお父さん

が亡くなられた10年前に相続税の申告書を

提出されたのか、あるいは提出の必要がなか

ったのかは定かではありませんが、いずれに

しても、10年前に相続が開始しているわけ

ですから、今回、不動産の相続登記をされた

としても、新たに相続税の課税関係が生じる

ということはありません。


